
(57)【要約】

【課題】小規模不動産に対するノンリコース・ローンの

仕組みにおいて、銀行がキャッシュフローを安全にかつ

効率的に管理すること。

【解決手段】信託勘定で各種準備金勘定（口座）の管理

を行うことを定め、かつ信託事務を貸付人銀行に委託、

さらに当該口座を貸付人口座に開設・設定し、自動振替

処理を利用することにより、貸付人にとって資金の流れ

を透明性の高いものとすることによる。信託勘定におけ

るキャッシュフローを銀行によるキャッシュフロー管理

と同質のものとする。

【選択図】　　図２
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
１ つ の 特 別 目 的 会 社 を 借 入 人 と し て 複 数 の 不 動 産 信 託 受 益 権 担 保 融 資 を 行 う に あ た り 、 受
託 者 名 義 の 口 座 ま た は 勘 定 を 信 託 不 動 産 毎 に 設 け 、 当 該 口 座 ま た は 勘 定 へ の 入 金 に つ き 、
信 託 不 動 産 毎 に 受 託 者 の た め に 計 算 を 行 い 、 信 託 不 動 産 毎 に 設 け た 受 託 者 名 義 の 準 備 金 口
座 ま た は 勘 定 な ら び に 受 益 者 兼 借 入 人 名 義 の 口 座 ま た は 勘 定 へ の 振 替 を す る 方 法
【 請 求 項 ２ 】
請 求 項 １ 記 載 の 方 法 に お い て 、 信 託 不 動 産 毎 に 設 け た 受 益 者 兼 借 入 人 名 義 の 口 座 ま た は 勘
定 の 残 高 か ら 融 資 元 本 お よ び ／ ま た は 利 息 の 弁 済 金 を 自 動 振 替 す る 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
１ つ の 特 別 目 的 会 社 を 借 入 人 と し て 複 数 の 不 動 産 信 託 受 益 権 担 保 融 資 を 行 う に あ た り 、 受
託 者 名 義 の 口 座 ま た は 勘 定 を 信 託 不 動 産 毎 に 設 け 、 該 口 座 ま た は 勘 定 へ の 入 金 に つ き 、 信
託 不 動 産 毎 に 受 託 者 の た め に 計 算 を 行 い 、 信 託 不 動 産 毎 に 設 け た 受 託 者 名 義 の 準 備 金 口 座
ま た は 勘 定 な ら び に 受 益 者 兼 借 入 人 名 義 の 口 座 ま た は 勘 定 へ の 振 替 を な し た 際 に 、 当 該 受
益 者 兼 借 入 人 名 義 の 口 座 ま た は 勘 定 の 残 高 か ら 融 資 元 本 お よ び ／ ま た は 利 息 の 弁 済 金 を 自
動 振 替 す る シ ス テ ム
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
本 発 明 は 、 金 融 機 関 が 不 動 産 を 実 質 的 な 引 当 財 産 と し て ノ ン リ コ ー ス ・ ロ ー ン 貸 出 を 行 う
場 合 に お け る 商 品 設 計 の 分 野 に 属 す る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
小 規 模 不 動 産 フ ァ イ ナ ン ス を 行 う に あ た り 、 ノ ン リ コ ー ス ロ ー ン の 形 態 を と る 場 合 に コ ス
ト を 抑 制 し 、 経 済 合 理 性 を 保 つ た め に １ つ の 特 別 目 的 会 社 に 複 数 の 互 い に 独 立 し た ノ ン リ
コ ー ス ロ ー ン （ 複 数 の 信 託 受 益 権 担 保 融 資 ） を 供 与 す る ス キ ー ム が 使 用 さ れ る ケ ー ス が あ
る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
こ の 場 合 に お い て 、 通 常 の ノ ン リ コ ー ス ロ ー ン 契 約 に 即 し 、 貸 付 人 の 為 に リ ザ ー ブ さ れ る
準 備 金 積 立 を 信 託 決 算 に 必 要 な ウ ォ ー タ ー フ ォ ー ル （ 資 金 管 理 ） 終 了 後 に 貸 付 人 が 行 う と
、 貸 付 人 サ イ ド の 手 間 が 増 え 、 結 局 コ ス ト を 抑 制 す る と い う 当 初 目 的 を 達 成 で き な く な る
こ と と な る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
一 方 で 、 こ の 部 分 は 担 保 保 全 の 点 か ら 、 貸 付 人 と し て 法 的 に も 実 務 的 に も 安 全 性 を 従 来 同
様 確 保 し た い と い う ニ ー ズ が あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
よ っ て 実 務 上 、 ロ ー ン の 安 全 性 を 保 ち な が ら 貸 付 人 の 手 間 を 省 く こ と が 課 題 と な る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
本 発 明 は 、 小 規 模 不 動 産 向 ノ ン リ コ ー ス フ ァ イ ナ ン ス を 行 え る よ う 、 投 資 家 の 信 用 リ ス ク
を 遮 断 し つ つ 、 複 数 の 異 な る 不 動 産 及 び 投 資 家 に 関 す る フ ァ イ ナ ン ス 案 件 を １ つ の 特 別 目
的 会 社 を 利 用 し た ス キ ー ム に お い て 、 発 生 す る 案 件 毎 の キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 分 別 管 理 及 び 元
利 金 回 収 を 貸 付 人 た る 銀 行 が 効 率 的 か つ 安 全 に 行 う と い う 課 題 を 解 決 し 、 実 務 に 耐 え う る
も の と す る も の で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
上 記 の 課 題 を 解 決 す る た め 、 本 発 明 は 以 下 の 手 続 き を 通 じ て 作 用 す る 。
（ １ ） 各 金 銭 消 費 貸 借 契 約 及 び 各 信 託 契 約 上 、 通 常 貸 付 人 内 に 設 定 す る 各 種 準 備 金 口 座 （
勘 定 ） を 信 託 勘 定 と し て 設 定 （ 準 備 金 勘 定 内 に は 貸 付 金 保 全 の 為 の Ｌ Ｔ Ｖ （ ロ ー ン ・ ツ ー
・ ヴ ァ リ ュ ー ） ／ Ｄ Ｓ Ｃ Ｒ （ デ ッ ト ・ サ ー ビ ス ・ カ バ レ ッ ジ ・ レ シ オ ） 準 備 金 勘 定 を 含 む
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） 。 そ の 際 、 受 託 者 名 義 口 座 及 び 受 益 者 兼 借 入 人 口 座 を 貸 付 人 銀 行 内 に 開 設 。
（ ２ ） 貸 付 人 た る 銀 行 が 信 託 銀 行 と の 間 で 事 務 委 任 契 約 を 締 結 し 、 信 託 決 算 を 行 う タ イ ミ
ン グ で 契 約 内 に 定 め ら れ た 各 種 準 備 金 勘 定 の 計 算 を 行 う 。 こ の 計 算 に は Ｌ Ｔ Ｖ ／ Ｄ Ｓ Ｃ Ｒ
テ ス ト を 含 み 、 当 該 計 算 結 果 を 踏 ま え た 指 示 書 が 信 託 銀 行 へ 提 示 さ れ る 。
（ ３ ） 信 託 銀 行 は （ ２ ） に 基 づ き 、 信 託 決 算 を 行 う 。
（ ４ ） 信 託 決 算 処 理 に 伴 う 資 金 振 替 （ 所 謂 信 託 内 ウ ォ ー タ ー フ ォ ー ル ） は 貸 出 銀 行 内 に 開
設 さ れ た 受 託 者 名 義 口 座 及 び 受 益 者 兼 借 入 人 間 で 行 わ れ 、 準 備 金 、 信 託 報 酬 等 必 要 資 金 が
控 除 さ れ た 金 額 が 最 終 的 に 受 益 者 兼 借 入 人 の 口 座 に 入 金 さ れ る 。
（ ５ ） 元 利 金 回 収 は 、 上 述 の 通 り 、 不 動 産 信 託 毎 に 設 定 さ れ た 受 益 者 兼 借 入 人 の 口 座 よ り
自 動 振 替 さ れ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
本 発 明 は 小 規 模 不 動 産 ノ ン リ コ ー ス ・ ロ ー ン に お い て コ ス ト 削 減 の 為 、 従 来 案 件 毎 に 設 立
す る 特 別 目 的 会 社 を 一 つ の 特 別 目 的 会 社 で 、 か つ 案 件 毎 に ロ ー ン 借 入 を 行 う よ う な ス キ ー
ム に つ い て 従 来 の 枠 組 み を 利 用 し つ つ 、 貸 付 人 が 効 率 的 か つ 安 全 に キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー を 分
別 し か つ 元 利 金 回 収 を 管 理 す る こ と を 可 能 に す る も の で あ る 。
【 発 明 の 波 汲 効 果 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
本 発 明 は 上 述 の 小 規 模 不 動 産 向 フ ァ イ ナ ン ス を 経 済 的 に 競 争 力 あ る も の に す る た め に 考 案
さ れ た も の で は あ る が 、 以 下 の よ う に 様 々 な 応 用 が 考 え ら れ る 。
【 本 発 明 の 応 用 】
【 ０ ０ １ ０ 】
本 発 明 の コ ン セ プ ト ＝ 「 案 件 の キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー を 効 率 的 か つ 安 全 に 分 別 管 理 す る 」 は あ
ら ゆ る プ ロ ジ ェ ク ト フ ァ イ ナ ン ス に 適 用 で き る も の で あ り 、 信 託 勘 定 の 利 用 － 信 託 事 務 の
貸 出 人 へ の 委 任 － 貸 出 人 銀 行 内 口 座 管 理 － 自 動 振 替 処 理 と い う 流 れ の 中 で 、 大 ～ 中 規 模 不
動 産 の み な ら ず 信 託 財 産 に な り う る 種 々 の 資 産 を 対 象 と し た フ ァ イ ン ナ ン ス へ の 利 用 が 可
能 で あ る 。 ま た 、 貸 付 人 に 対 す る 信 託 事 務 の 委 任 が な い 場 合 で も 一 定 の 金 額 を リ ザ ー ブ す
る よ う 信 託 契 約 に お い て 規 定 し て お け ば 、 実 質 的 に 同 様 の 効 果 を 得 ら れ る こ と も 考 え ら れ
る 。
【 本 発 明 の 応 用 例 １ － 質 的 応 用 】
上 述 の 通 り 、 不 動 産 向 フ ァ イ ナ ン ス で は な く 、 例 え ば 貸 付 債 権 向 フ ァ イ ナ ン ス の よ う に 貸
付 債 権 を 担 保 と し た 場 合 に お い て も 当 該 貸 付 債 権 を 信 託 財 産 と し 、 複 数 の 同 種 信 託 財 産 を
引 当 資 産 と す る 独 立 し た ロ ー ン を １ つ の 特 別 目 的 会 社 に 対 し て 実 行 す る と い う ス キ ー ム に
お い て も 、 当 発 明 を 利 用 す る こ と に よ り 、 貸 付 人 は 同 様 の 効 果 を 得 る こ と が で き る 。 以 上
に よ う に 不 動 産 の み な ら ず 様 々 な 資 産 向 フ ァ イ ナ ン ス （ 貸 付 債 権 ・ 割 賦 債 権 ・ 特 許 権 ｅ ｔ
ｃ ． ） に つ い て も 応 用 可 能 で あ る 。
【 本 発 明 の 応 用 例 ２ － 量 的 応 用 】
本 発 明 は 「 小 規 模 」 不 動 産 向 ノ ン リ コ ー ス フ ァ イ ナ ン ス を 可 能 な ら し め る た め に 考 案 さ れ
た も の で は あ る が 、 コ ス ト 面 の み に 着 目 す れ ば 「 大 規 模 」 不 動 産 向 ノ ン リ コ ー ス フ ァ イ ナ
ン ス に つ い て も 適 用 で き る 。 本 発 明 を 利 用 す る こ と に よ り 、 よ り コ ス ト の 安 い ス キ ー ム 構
築 を 行 う こ と が 可 能 と な る 。
【 本 発 明 の 応 用 例 ３ － プ ロ セ ス 簡 略 化 に よ る 応 用 】
本 発 明 の 中 で は 貸 付 人 の 関 与 を よ り 柔 軟 か つ 強 固 な も の に す る た め 、 信 託 事 務 を 貸 付 人 に
委 任 す る と い う 形 を と っ て は い る が 、 既 述 の 通 り 、 貸 付 人 に と っ て の 準 備 金 金 額 、 貸 付 人
に 関 わ る 信 託 決 算 の 仕 組 み 部 分 を 事 前 に 信 託 契 約 に て 規 定 し て お く こ と も 可 能 で あ る 。 そ
の 場 合 は よ り 簡 単 な ス キ ー ム と な る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ １ １ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 前 提 と な る フ ァ イ ナ ン ス ス キ ー ム の 取 引 時 に お け る 仕 組 み を 説 明 す る 図
で あ る 。
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【 図 ２ 】 本 発 明 に よ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 管 理 方 法 を 説 明 す る 図 で あ る 。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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